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  船舶事故調査報告書 

 

                              令和７年９月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

委   員  上 野 道 雄 

委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和７年２月１６日 １５時００分頃 

発生場所 北海道苫前
とままえ

町苫前港西方沖 

苫前埼灯台から真方位２６５°５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４４°１８.０′ 東経１４１°３２.２′） 

事故の概要 漁船第二十八三
さん

宝
ぽう

丸は、操業中、転覆した。 

第二十八三宝丸は、船長が負傷し、乗組員２人が行方不明となり、

主機等に濡損を生じた。 

事故調査の経過 令和７年２月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十八三宝丸、９.７トン 

 ＨＫ２－２３０３２（漁船登録番号）、株式会社赤坂漁業 

 １５.８９ｍ（Lr）×４.２２ｍ×１.２６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５４０kＷ（動力漁船登録票による）、 

平成１９年５月２１日 

 乗組員等に関する情報 船長 ５７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６３年３月４日 

  免許証交付日 令和４年９月１４日 

         （令和１０年５月２７日まで有効） 

乗組員Ａ１ ４８歳 

乗組員Ａ２ ２９歳 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

行方不明 ２人（乗組員Ａ１及び乗組員Ａ２） 

 損傷 主機等に濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約３m/s、視界 良好 

（船長の観測値） 

海象：波高 約０.２ｍ（船長の観測値）、水温 約６℃ 

 本事故発生場所の東北東方約１５km に位置する羽幌
は ぼ ろ

特別地域気象

観測所の２月１６日の観測値は、次のとおりであった。 
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時刻 天気 風向 風速(m/s) 視程（km） 

13:00 曇り 北北西 1.0 20.0 

14:00 雪 北 1.3 19.4 

15:00 曇り 北 1.7 20.0 
 

 事故の経過 本船は、船長、乗組員Ａ１及び乗組員Ａ２ほか２人（以下「乗組員 

Ａ３｣、｢乗組員Ａ４｣という。）が乗り組み、苫前港西方沖に設置され

たほたて
．．．

貝の養殖施設に向け、玉付け*1及び同養殖施設に設置された

垂
すい

下
か

連
れん

（２０個の丸籠がロープでつながれた漁具）の積込み作業を行

う目的で、令和７年２月１６日０７時００分頃苫前港を出港した。 

本船は、０７時１５分頃に苫前港西方沖に南北方向に設置されたほ
．

たて
．．

貝の養殖施設に到着し、玉付けを開始した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 養殖施設の状況（概要） 

 

船長は、玉付けを終えて場所を移動し、苫前埼灯台西方約６Ｍの海

域で１回目の垂下連の積込み作業を行うこととし、後部甲板上の機械

室後方に設置されたクレーンをリモコンによって操作し、５段伸縮の

同クレーンのブームを５段（全長約１３ｍ）に伸ばした。 

船長は、クレーンのリモコンを操作して、船首尾線上を左舷側に約

４５°ブームを旋回させ（図２①）、同ブームに接続されたワイヤ 

ロープで垂下連を吊
つ

り上げた際、左舷側の船縁を同垂下連が越えるよ

うにブームの傾き角度を調整した。 

乗組員Ａ１、乗組員Ａ２、乗組員Ａ３及び乗組員Ａ４は、甲板上の左

 
*1  「玉付け」とは、丸籠内のほたて

．．．
貝が成長して重くなり、垂下連がつながれた幹綱が沈降することを防ぐ目的

で行われ、幹綱に浮玉を付ける作業をいう。 

垂下連 

（垂下連１連に２０個の丸籠） 

海面 

浮玉 

浮
あ

子
ば

 

沈子
ち ん し

 

沈子綱 

浮子綱 

幹綱 

約３ｍ 

約２０ｍ 
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舷側で配置につき、浮子及び浮子綱を回収して持ち上げた幹綱を左舷

側の船首尾に設けたローラーに掛けた。 

乗組員Ａ４は浮玉を外し、乗組員Ａ２及び乗組員Ａ３は幹綱に絡んだ

垂下連を解いて吊り上げやすいように直して、乗組員Ａ１はクレーン

のワイヤロープに接続されたフックに垂下連を掛けた。 

（図２、３ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 垂下連吊り上げ前の状況（船体上方から） 

（船首尾線上のブームの位置及び船長等の配置の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 操業の状況（左舷側から） 

 

船長は、１２時３０分頃、ふだんどおり、自らクレーンを操作し

て、一度に６連の垂下連を吊り上げようとしたものの、重量がクレー

ンの定格総荷重（各ブーム長さと各作業半径において吊り上げること

のできる最大の荷重）を超えたためにクレーンが停止したので、吊り

上げる垂下連の重量を減らす目的で４連にして吊り上げ、同垂下連を

ローラー 

幹綱 ローラー 

垂下連 
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機械室 

操舵室 
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甲板上約１５cm の高さに敷かれた木板の前部右舷側の船縁に斜めに

して並べるように置き、積み込みを開始した。（図４、５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 船尾方から見たブームの状況（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 甲板及び木板の状況（船尾方からの断面図） 

 

船長は、垂下連を吊り上げ中、ザラボヤ
．．．．

と称する海洋生物の雑物が

同垂下連に付着していることに気付いたものの、９０連の垂下連を積

載し、その後ブームを更に旋回させ、約１００°（図６②）にし、９

連の垂下連を後部木板上の右舷側に積載した。（図６参照） 
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船尾方                        船首方 

図６ 垂下連の１回目の積載状況（船体上方から） 

 

船長は、約２時間操業を行った後、前部木板上の右舷側に垂下連を

積載したことで右舷側に船体が傾いたので、バランスを取るために 

ブームを左舷側舷外に振り出した位置（図６②）にしたまま、１４時

３０分頃ほたて
．．．

貝の養殖施設内の自身が所有する次の区画へ向かっ

た。 

本船は、１４時４０分頃に次の区画に到着し、船首を南方に向けて

漂泊した状態で２回目の操業を開始した。操業中、まずブームが（図

７①）に戻されて前部木板上の左舷側に垂下連７２連が積載され、次

にブームが（図７②）に旋回されて後部木板上の両舷側に計４２連の

垂下連が積載された。その結果、左舷側へ約１０°傾斜した。 

（図７ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船尾方                        船首方 

図７ 垂下連の２回目の積載状況（船体上方から） 

 

船長が残り１連の垂下連を吊り上げていた際、左舷船尾側にいた乗

組員Ａ４は、ふだんより船尾が沈んで船縁上端が海水面に近くになっ

ているのを見た。また、船長は、後部甲板上に敷いていた木板が海水

約４５° 
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に浮いている状況を認め、船尾付近の放水口から海水が流れ込んでい

るのではないかと思った。（図８参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 船長等の本事故当時の配置状況（船体上方から） 

 

船長は、ブームを船尾方向から右舷側へ旋回させて傾きを直そうと

し、クレーンをリモコンで操作してブームを旋回させたものの、本船

は１５時００分頃に船尾が沈みながら左舷側へ転覆した。 

船長、乗組員Ａ１、乗組員Ａ２及び乗組員Ａ３は落水し、乗組員Ａ４

は落水せずに自力で船底に上がって船長及び乗組員Ａ３を船底に引き

揚げたが、乗組員Ａ１及び乗組員Ａ２は行方不明となった。 

僚船は、帰航中、転覆している本船を発見して船長、乗組員Ａ３及

び乗組員Ａ４を救助し、所属の漁業協同組合に連絡して、同漁業協同

組合は救急車の要請と海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

船長及び乗組員Ａ３は、苫前港に待機していた救急車によって北海

道羽幌町内の病院に搬送された。 

船長は低体温症及び肺炎と診断されて約１か月間入院し、乗組員 

Ａ３は負傷等なく帰宅した。 

本船は、２１日１１時００分頃に羽幌港にえい
．．

航され、陸揚げされ

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 (1)  操業に関する情報 

垂下連は、日頃、船内への積載後に陸上へ運ばれて清掃が行わ

れ、その後、ほたて貝の養殖施設に戻されていた。 

垂下連の清掃は、不定期に操業の合間を見て行われていた。 

１回目の操業で積載した垂下連の清掃は、令和６年１２月から

令和７年２月までの間に行われる予定であったものの、荒天で波

船尾方 船首方 

乗組員Ａ３ 

② 

機械室 

操舵室 

前部甲板 後部甲板 

乗組員Ａ１ 

乗組員Ａ２ 

乗組員Ａ４ 

船長 海水 
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が高い日もあり、また、船長自身が所有する他の区画の玉付けで

忙しく、行われていなかった。 

１回目の操業で積載した垂下連は、清掃が行われない期間がふ

だんより約２か月間長くなっていた。 

２回目の操業で積載した垂下連は、通常の間隔で清掃が行われ

ていた。 

(2)  本船等に関する情報 

① 区画等の情報 

本船は、船首方から順に甲板下に空所、船首船倉、１番船

倉、２番船倉、機関室及び舵機室が配置されており、各区画の

間には隔壁が設置され、各区画に浸水が生じた場合の拡大を防

止するようになっていた。（図９参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 隔壁の状況（船体上方から） 

 

② クレーンの情報 

搭載されたクレーンの仕様書及び取扱説明書には、次の旨記

載されている。 

ａ 当該クレーンは、漁労作業を主目的とし、船舶に設置する

タイプのクレーンである。吊り上げ荷重が１ｔ未満（定格総

荷重：９６０kg）のために船舶設備規程に定められた揚貨装

置としての適用は受けない。 

ｂ ブームの長さが１３.３４ｍの場合には、作業半径（クレ

ーンの旋回中心から吊り荷の中心までの水平距離）が６.７

ｍ以下で定格総荷重が９６０kg である。 

③ 満載喫水線の情報 

船舶安全法では、総トン数２０トン以上の漁船には満載喫水

線の標示が義務付けられているが、本船は、総トン数９.７ト

ンであるために表示義務がない。船体製造会社によれば、本船

を含む同型船には、新造時に満載喫水線の代替となるマークを

両舷側の船側外板中央付近に貼付しているとのことであった

※破線は隔壁 

機械室 

操舵室 

船尾方 
船首方 

１番 

船倉 

２番 

船倉 

船首船倉 機関室 

舵機室 

空所 
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が、現場調査では本船に同マークを確認できなかった。（図 

１０参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ 同型船の満載喫水線の代替となるマーク 

（船体製造会社提供） 

 

④ 放水口及び現場調査の情報 

放水口は、甲板上に打ち込んだ海水等を排水する目的で、甲

板上の両舷側にそれぞれ９か所設けられていた。 

甲板の上方には、グレーチング（格子状の蓋
ふた

）が木板にはめ

込まれていて木板上の海水等が甲板上に落ちるようになってい

た。 

現場調査時、本船の船側外板に破口等は認められなかった。 

本船と同型船の満載時における放水口の位置は、船体中央付

近で海水面上２１cm にあった。 

（写真１、２、３、図１１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 現場調査時における放水口の状況（左舷側から撮影） 

放水口 



- 9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本船と同型船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 現場調査時における本船の状況（右舷船首方から撮

影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１ 木板、甲板及び放水口の状況（船尾方からの断面図） 

 

本船のふだんの喫水は、船首約０.７ｍ、船尾約２.２ｍであっ

た。 

(3)  積載等に関する情報 

① 積載の情報 

船長は、ふだんの操業では、２４０～２５０連の清掃された

垂下連を木板上に積載していた。 

放水口 

木板 

グレーチング グレーチング 

甲板 

海面 

木板 
放水口 

海水等 
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船長は、１回目の垂下連を積載中、雑物が多く付着している

ことに気付いたものの、ふだんとおり２４０～２５０連の垂下

連を積載できると思い、乾舷を確認しないまま、垂下連の積載

を続けた。 

船体製造会社によれば、最大積載量（主機、人員、艤
ぎ

装品、

クレーン等の漁労機器及び漁獲物を含む）は、３０ｔであっ

た。 

主機は重量が約２.５ｔ、クレーン一式の重量は約２.７ｔ、

燃料油は軽油を使用していたものの、本事故当時の積載量は不

明であった。ほか人員、レーダー、魚群探知機、発電機等の重

量は不明であった。 

船長の口述によれば、１回目及び２回目の操業による垂下連

の積載状況は次のとおりであった。 

 

表１ １回目及び２回目の操業による垂下連の積載数状況 

（船長の口述による） 

 １回目の積載数 ２回目の積載数 合計 

前部木板 ９０連  ７２連 １６２連 

後部木板  ９連  ４２連  ５１連 

合計 ９９連 １１４連 ２１３連 

 

船長の口述及びクレーンの仕様書によれば、垂下連の吊り上

げなどは、以下のとおりであった。 

ａ １回目の操業中の雑物が付着した垂下連は、クレーンの定

格総荷重が９６０kg であり、一度に６連を吊り上げることが

できなかったので、最初に吊り上げた垂下連は重量が１６０

kg 以上の可能性があった。 

ｂ ２回目の操業中の垂下連は、一度に６連ずつ吊り上げてい

た。 

② ２回目の操業で積載した垂下連の情報 

船長の口述によれば、通常の間隔で清掃が行われていた垂下

連１連の重量は約５０kg であった。 

③ 積載に関する文献の情報 

「船舶の転覆と復原性｣（慎燦益著、株式会社成山堂書店発

行、令和３年７月１８日）には、小型船の乾舷及び過載につい

て、それぞれ次の記載がある。 

同一の船で全く異なる復原性を持つ状態になるのは、積荷の
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状態により船の重心Ｇの上下方向の位置が異なるか、あるい

は、過剰積載による大幅な乾舷＊2の減少による場合が考えられ

る。 

一般的に、船が過載状態になると排水量＊3の増加と乾舷の減

少により復原性は悪化する。 

(4)  救命胴衣の着用に関する情報 

船長、乗組員Ａ１、乗組員Ａ２、乗組員Ａ３及び乗組員Ａ４は、

本事故時、救命胴衣を着用していなかった。 

船長、乗組員Ａ１、乗組員Ａ２、乗組員Ａ３及び乗組員Ａ４は、

ふだん、海上が荒天の場合には救命胴衣を着用していたが、海上

が平穏である場合には着用していなかった。 

救命胴衣は、固型式４着及び膨張式１着が、それぞれ船内に備

えられていた。 

船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号）

第２３条の４０では、次のとおり規定されている。 

（小型船舶操縦者の遵守事項） 

第２３条の４０ （略） 

１～３ （略） 

４ 小型船舶操縦者は、小型船舶に乗船している者が船外に転

落するおそれがある場合として国土交通省令で定める場合に

は、船外への転落に備えるためにその者に救命胴衣を着用さ

せることとその他の国土交通省令で定める必要な措置を講じ

なければならない。 

５ （略） 

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則（昭和２６年運輸省令

第９１号）第１３７条では、次のとおり規定されている。 

（船外への転落に備えた措置） 

第１３７条 法第２３条の４０第４項の国土交通省令で定める

場合は、次に揚げる場合とする。 

一～三 （略） 

四 前各号に定めるもののほか、小型船舶の暴露甲板に乗船

している場合                

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 事故発生に関する解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本事故は、次のとおり、発生したものと考えられる。 

(1) 本船は、船長ほか４人が乗り組み、苫前港西方沖のほたて
．．．

貝の

 
*2 「乾舷」とは、海水面から船側上甲板までの距離をいう。 
*3 「排水量」とは、一般的に船の重量をいう。 
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養殖施設で１回目の操業を行い、雑物が付着した垂下連９０連を

前部木板上に、同垂下連９連を後部木板上に積載した。 

(2) 本船は、次の区画へ移動して２回目の操業を行い、清掃された

垂下連７２連を前部木板上に、４２連を後部木板上に積載した

際、左舷側へ約１０°傾斜した。 

(3) 本船は、左舷側へ傾斜した状態で残り１連の垂下連を吊り上げ

中、船尾付近の放水口から海水が流入して傾斜が増して転覆し

た。 

 事故発生の要因に関する

解析 

(1)  積載量の状況 

クレーンの定格総荷重が９６０kg で、雑物が付着した垂下連６

連を一度に吊り上げることができなかったことから推算すると、

最初の垂下連１連の重量が約１６０kg 以上となり、このことから

１回目の操業においては、積載された垂下連９９連の総重量が約

１５.８ｔ以上であった可能性があると考えられる。 

また、清掃された垂下連１連の重量が約５０kg であったことか

ら、２回目の操業においては、積載された垂下連１１４連の総重

量が約５.７ｔであった可能性があると考えられる。 

（表２ 参照） 

 

表２ １回目（約１６０kg／連）及び２回目（約５０kg／連） 

の操業における垂下連の積載量（推算、単位：ｔ） 

 

本船は、ふだん、清掃された垂下連が１２～１２.５ｔ積載され

ており、本事故当時では約２１.５ｔの垂下連が積載されたことか

ら、主機及びクレーン一式の合計重量が約５.２ｔ、他の搭載機器

の重量が不明なものの、最大積載量の３０ｔに近づいた可能性が

あると考えられる。 

令和６年１２月から令和７年２月までの間に予定されていた１

回目の操業時の垂下連の清掃が、海上荒天や船長が所有する区画

の玉付け作業で延期され、ふだんより約２か月間長く海水中に置

かれたことから、ザラボヤ
．．．．

と称する海洋生物の雑物が多く付着

し、２回目の操業時の垂下連より重くなっていたものと考えられ

る。 

(2) 本船の乾舷の状況 

２回目の操業中、乗組員Ａ４がふだんより船縁上端を海水面近く

 １回目の積載量 ２回目の積載量 合計 

前部木板 約１４.４ 約３.６ 約１８.０ 

後部木板 約１.４ 約２.１ 約３.５ 

合計 約１５.８ 約５.７ 約２１.５ 
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に見ていることから、本船の乾舷は減少していたものと考えられ

る。 

(3)  船内への海水流入及び転覆の状況 

本船は、１回目の操業を終えた後、ふだんよりも垂下連の積載

重量が嵩
かさ

んだ状況下、次の区画で２回目の操業を行い、左舷側に

クレーンを振り出し、約１０°左舷側へ傾斜した状態で残り１連

の垂下連を吊り上げ中、左舷側の乾舷が小さくなり、船尾付近の

放水口が海水面下となったことから、船内に海水が流れ込んで左

舷側への傾斜を助長し、転覆したものと考えられる。 

(4)  船長の積載についての判断等 

船長は、ふだん清掃された２４０～２５０連の垂下連を積載し

ており、１回目の垂下連を積載中、雑物が多く付着していること

に気付いたものの、２４０～２５０連の垂下連を積載できると 

思ったことから、乾舷を確認しないまま、垂下連の積載を続けた

ものと考えられる。 

船長は、乾舷を確認しなかったことから、船体が沈下して船尾

付近の放水口が海水面に近くなっていることに気付かなかったも

のと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、苫前港西方沖において、ほたて貝の養殖施設の

垂下連をクレーンで船内に積込み作業中、垂下連に雑物が付着して積

載重量がふだんよりも嵩み、約１０°左舷側へ傾斜している状態で、

船長が乾舷を確認しないまま垂下連の積載を続けたため、船尾が沈ん

で放水口から海水が流れ込み、左舷側への傾斜を助長し、転覆したも

のと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・漁船の船長は、船体の放水口の位置を操業中及び航行中は海水面

上に保ち、海水等の浸入を防止すること。 

・漁船の船長は、重量物を積載する場合、乾舷、異常な船体傾斜及

び船内への浸水に注意しながら、復原性を保持すること。 

・小型船舶の乗組員は、暴露甲板上では救命胴衣を着用すること、

また、船長は着用を徹底させること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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ほたて貝の養殖施設 


